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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
円
滑
化
計
画
の
改
訂
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
十
月
二
十
七
日
付
け
総
行
住
第
百
八
十
一

号
総
務
省
自
治
行
政
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
全
て
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
交
付
円
滑
化
計
画
が
改
訂
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

市
町
村
か
ら
都
道
府
県
を
経
由
し
て
総
務
省
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
改
訂
後
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
円
滑
化
計
画

で
は
、
令
和
二
年
九
月
時
点
と
比
較
し
て
、
同
計
画
の
終
期
で
あ
る
令
和
五
年
三
月
時
点
で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
窓

口
は
千
六
百
九
十
箇
所
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
従
事
す
る
職
員
数
は
四
千
九
百
九
十
一
人
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
に
指
定
都
市
市
長
会
か
ら
内
閣
府
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
「
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化

に
関
す
る
指
定
都
市
市
長
会
緊
急
提
言
」
に
お
い
て
提
言
さ
れ
て
い
る
「
更
新
手
続
を
可
能
と
す
る
場
所
を
充
実
さ
せ
る
」



 

２ 

 

こ
と
及
び
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
に
係
る
住
民
の
窓
口
滞
在
時
間
の
最
小
化
及
び
事
務
負
担
軽
減
」
に
つ
い

て
は
、
「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
市
町
村
か
ら
委

託
を
受
け
た
郵
便
局
に
お
い
て
、
署
名
用
電
子
証
明
書
の
発
行
及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
の
更
新
（
署
名
用
電
子
証
明
書
の

有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
三
箇
月
未
満
と
な
っ
た
場
合
に
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
署
名
用
電
子
証
明
書
の
失

効
を
求
め
る
旨
の
申
請
及
び
同
法
第
三
条
第
一
項
の
署
名
用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
い
、
新
た
な
署
名
用
電
子
証

明
書
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
及
び
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書
の
更
新
（
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
三
箇
月
未
満
と
な
っ
た
場
合

に
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
失
効
を
求
め
る
旨
の
申
請
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項

の
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
い
、
新
た
な
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
改
正
を
行
う
法
律
案
を
今
国
会
に
提
出
し
、
併
せ
て
暗
証
番
号
の
初
期
化
・
再
設
定

を
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
加
え
て
、
顔
認
証
技
術
を
活
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い



 

３ 

 

て
署
名
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号
の
初
期
化
・
再
設
定
を
可
能
と
す
る
予
定
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
す
る
指
定
都
市
市
長
会
緊
急
提
言
」
に
お
い
て
提
言
さ
れ
て
い
る
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」
に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
原
則
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
発
行
の
日
か
ら
当
該
発
行
の
日
後
の
そ
の
者
の
十
回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
あ
り
、
新
た
な
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に

当
た
っ
て
は
、
申
請
者
の
容
姿
の
変
貌
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
電
子
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
国
際

的
な
標
準
と
な
っ
て
い
る
米
国
国
立
標
準
技
術
研
究
所
が
作
成
し
て
い
る
「Digital 

Identity 
Guidelines

」
（
二
千
十

七
年
六
月
）
に
お
い
て
定
め
る
最
高
位
のIdentity 

Assurance 
Level 

3

を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
身
元
確
認
を
対
面
で

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
「
更
新
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
時
点
ま
で
に
運
用
状
況
が

廃
止
と
な
っ
た
件
数
は
二
百
一
万
二
千
百
九
十
七
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
回
収
と
な
っ
た
件
数
は
五
十
八
万
八
百
八
十
五
件

で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
廃
止
理
由
別
の
件
数
」
に
つ
い
て
は
、
住
民
票
の
消
除
に
よ
る
廃

止
が
八
十
一
万
千
七
十
件
、
有
効
期
間
の
満
了
に
よ
る
廃
止
が
六
十
五
万
九
百
九
十
六
件
、
紛
失
に
よ
る
廃
止
が
十
八
万
千



 

４ 

 

二
百
五
十
七
件
、
破
損
に
よ
る
廃
止
が
一
万
二
千
百
十
二
件
、
盗
難
に
よ
る
廃
止
が
八
千
百
七
十
一
件
、
汚
損
に
よ
る
廃
止

が
八
百
三
十
七
件
等
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
末
ま
で
の
間
に
失
効
し
た
署
名
用

電
子
証
明
書
の
件
数
は
千
四
百
九
十
一
万
五
千
百
七
十
件
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
電
子
証
明
書
の
失
効
理
由
別
の
件
数
」
に

つ
い
て
は
、
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正
又
は
住
民
票
の
消
除
に
よ
る
失
効
が
四
百
七
十
五

万
五
千
三
百
九
十
九
件
、
市
町
村
窓
口
で
の
署
名
用
電
子
証
明
書
の
更
新
等
に
伴
う
失
効
が
四
百
五
十
七
万
千
三
百
十
九
件
、

有
効
期
間
の
満
了
に
よ
る
失
効
が
二
百
七
十
八
万
九
千
二
百
八
十
九
件
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
廃
止
に
伴
う
失
効
が
二
十
万

二
百
三
十
五
件
等
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
末
ま
で
の
間
に
失
効
し
た

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
件
数
は
千
百
七
十
九
万
六
百
七
件
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
電
子
証
明
書
の
失
効
理
由
別
の
件

数
」
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
窓
口
で
の
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
更
新
等
に
伴
う
失
効
が
六
百
六
万
四
千
九
十
六
件
、

有
効
期
間
の
満
了
に
よ
る
失
効
が
三
百
三
十
万
七
千
二
百
二
十
八
件
、
住
民
票
の
消
除
に
よ
る
失
効
が
六
十
七
万
七
千
六
百



 

５ 

 

五
十
六
件
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
廃
止
に
伴
う
失
効
が
六
十
万
七
千
四
百
七
十
一
件
等
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
状
況
」
に
お
い
て
は
、
人
口
に
対
す
る
「
普
及
率
」
で
は
な
く
、
人
口
に
対
す

る
「
交
付
枚
数
率
」
を
公
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
再
交
付
さ
れ
た
も
の
も
含
む
延
べ
枚
数
で
あ
る
が
、
日
ご

と
に
簡
便
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
普
及
状
況
を
示
す
一
つ
の
指
標
と
し
て
公
表

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

六
の
１
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
末
時
点
の
行
政
府
の
国
家
公
務
員
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
・
取
得
率

は
五
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
同
年
九
月
末
時
点
の
地
方
公
務
員
等
（
一
般
行
政
部
門
）
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申

請
・
取
得
率
は
四
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
中
の
取
得
率
の
目
標
は
定
め
て
い
な
い
。 

六
の
２
に
つ
い
て 

 
 

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
の
促
進
に
関
す
る
方
針
」
（
令
和
元
年
六
月
四
日
デ
ジ
タ



 

６ 

 

ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
閣
僚
会
議
決
定
）
を
定
め
て
以
降
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
等
（
一
般
行
政
部
門
）
の
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
取
得
の
推
進
に
関
し
て
新
た
な
方
針
や
目
標
は
定
め
て
い
な
い
。 

六
の
３
に
つ
い
て 

 
 

菅
内
閣
に
お
け
る
国
務
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
及
び
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
（
以
下
「
政
務
三
役
等
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
者
の
割
合
は
、
約
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得

し
て
い
な
い
者
は
、
赤
澤
亮
正
内
閣
府
副
大
臣
、
宇
都
隆
史
外
務
副
大
臣
、
中
西
健
治
財
務
副
大
臣
、
丹
羽
秀
樹
文
部
科
学

副
大
臣
、

梨
康
弘
農
林
水
産
副
大
臣
、
岩
井
茂
樹
国
土
交
通
副
大
臣
、
小
林
茂
樹
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
、
鳩
山
二
郎
国

土
交
通
大
臣
政
務
官
、
大
西
宏
幸
防
衛
大
臣
政
務
官
及
び
柿
﨑
明
二
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
で
あ
り
、
全
員
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
申
請
予
定
又
は
申
請
済
み
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
者
登
録
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
と
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
政
務
三

役
等
の
う
ち
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
者
登
録
を
し
て
い
な
い
者
の
割
合
は
、
約
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
マ
イ
ナ
ポ

ー
タ
ル
の
利
用
者
登
録
を
し
て
い
な
い
者
は
、
前
述
の
者
と
同
じ
で
あ
る
。 


